
※斜線は、基準の変更部分

条 項 号 対　　　象　　　事　　　項 番号 項

第二章　基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 第１　一般的事項

※
条例上一人当たり整備
面積を明記する必要が
あるか。

(要綱上の規定）
養護老人ホーム
　29.2㎡以上
介護専用型ケアハ
ウス　39.6㎡以上

　特別養護老人ホームの総延床面
積に対する一人あたり整備面積は、
ユニット型施設は３８㎡以上、従来型
施設にあっては３４．１３㎡以上とす
る。
(ただし、既存施設の増築・改修等に
ついては、特例を設ける。）

第２　設備に関する事項

（設備の
基準）

11 3

特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなけれ
ばならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用すること
により当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待すること
ができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の
各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

3

特別養護老人ホームの設備は、当該特別養護老人ホーム
の運営上及び入所者の処遇上当然設けなければならないも
のであるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置されて
いる場合等であって、当該施設の設備を利用することにより
特別養護老人ホームの効果的な運営が図られ、かつ、入所
者の処遇に支障がない場合には、入所者が日常継続的に
使用する設備以外の調理室等の設備について、その一部を
設けないことができる。なお、特別養護老人ホームが利用す
る他の施設の当該設備については、本基準に適合するもの
でなければならない。

１
～
１
１
６

一 　居室
二 　静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある
入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。）
三 　食堂
四 　浴室
五 　洗面設備
六 　便所
七 　医務室
八 　調理室
九 　介護職員室
十 　看護職員室
十一 　機能訓練室
十二 　面談室
十三 　洗濯室又は洗濯場
十四 　汚物処理室
十五 　介護材料室
十六 　前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

9
19

一～十五　基準に同じ
(追加）
一六　その他東京都規則
に定める施設
（号のくりさげ）
十七　前各号に掲げるも
ののほか、事務室その他
の運営上必要な設備

条例に掲げる施設以外に以下の設
備を原則として設けること。
一　家族や地域の人々との交流が
可能な空間が用意されていること。
【地域交流スペースの設置】
二　希望者が集ってクラブ活動がで
きるスペース、身体を動かすことがで
きるスペース、おしゃべりできるス
ペースがあること。【クラブ活動・談話
スペース】

【追加】

一　扉は引き戸とし、姿勢を保持する
手すりがあることが望ましいこと。
二　扉や窓及び手すり（裏側に溝のあ
る場合）には、指詰め防止策を施すこ
と。
三　床は衝撃を吸収する床、例えば厚
みのあるラバーのついた床などで仕上
げることが望ましいこと。
四　壁及び扉ガラスには車椅子等によ
る傷防止策（キックプレート等）が必要
なこと。
五　窓や手すりは、誤って転落しないよ
うな高さとし、万一に備えて転落防止
策を講じること。
六　各室、バルコニー及び屋外に通ず
る出入口の床面には、車椅子の通行
の支障となる段差を設けないこと。

11 4 1 居室

イ　居室の定員は４人以下とすること(省令改正により1名となる
可能性あり）

(居室定員）
介護老人保健施設
(以下「老健」とい
う。）４人以下
養護老人ホーム、
ケアハウス、認知
症ＧＨ、有料老人
ホーム　原則１名

居室の定員は４人以下
とする。ただし、定員が２
人以上のときについて
は、入居者のプライバ
シーに配慮するととも
に、容易に個室に転換
できるよう設計上の工夫
に努めること。

ロ　地階に設けてはならないこと。
ニ　寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ　一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直
接面して設けること。
ヘ　床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面
して開放できるようにすること。
ト　入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えるこ
と。
チ　ブザー又はこれに代わる設備を設けること

ロ～チ（基準と同じ）
リ　各ベットに採光がとれるよう配慮
すること
ヌ　障子等を用いた可動壁で、ベット
の間を仕切るなど個室的な配置にす
ること。

一　個室の場合、ベッドの位置や
向きが変えられる広さとなるよう
配慮すること
二　　コンセント類の位置にも配慮
すること
三　居室に鍵を設けるときは、車
椅子の高さに合わせ、室内から
開けられるものとすること
四　ベッドの高さやリクライニング
の角度が手元で調節できる低床
ベッドの設置が望ましい
五　横になった状態で個人用の照
明を手元でコントロールできるス
イッチを設けること

条　　例 規　　則 　要　　綱
従来型特養や既存建物からユニッ
ト型特養に転換するための基準の

特例

（建築・消防関係）
関係法令及び条例等

要綱上の一人当たり施設全体に対する延べ床面積は、ユニット型は３８㎡以上、従来型個室・多床室は34.13㎡以上となっている。
なお、省令基準上は居室面積について、10.65㎡以上とする規定のみ(従うべき基準参照）

　現行制度上、個室と
なった場合は、居住費に
室料が含まれることにな
る(費用負担の問題）。ケ
ア上、個室よりも多床室
でケアした場合のほうが
手厚いケアが行われる
場合がある。個室となる
と、広い敷地が必要とな
り都市部での土地の確
保が困難である。

　
居室、食堂及び機能訓練室の面積に係る基準は、すべて内
法での測定によるものである。なお、居室等の面積に関する
測定方法についてはこれまで明確化されていなかったことか
ら、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の
一部を改正する省令」（平成１４年厚生労働省令第１０７号。
以下「平成１４年改正省令」という。）の施行の際現に存する
居室等についてまで当てはめる趣旨ではない

1 11

老 人 福 祉 法　に　基　づ　く　基　準　の　見　直　し

備　　　考

②特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
（平成１２年３月１７日老発第２１４号）

①特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成11年３月31日厚生省令第４６号） 他の介護保険施設

等の基準

従来型

1 この表では、条例・規則・要綱について、①省令・②解釈通知の内容を変更または、追加するものについてのみ記載しています。
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②特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
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9

食堂及び機能訓練室
イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するもの
とし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて
得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行
う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広
さを確保することができるときは、同一の場所とすることができ
る。
ロ　必要な備品を備えること。

老健　機能訓練室
定員×１㎡、食堂
定員×２㎡
療養転換型特養・
老健　機能訓練室
病院からの転換の
場合は４０㎡以上、
食堂は一人あたり
１㎡以上

基準に同じ
個別ケアの観点を重視し、１５人
前後を単位に一つの食堂を設け
る形が望ましいこと。

3
浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

基準に同じ
（追加）浴室は、居室のある階ごとに
設けること。

以下のことについて配慮するこ
と。
一　複数の個別浴槽を設置した
浴室で、同時利用が想定される
場合は、固定壁などで浴槽の間
を仕切るなどでプライバシーを確
保すること。
二　マンツーマン方式を想定した
配置が望ましいこと。
三　手すりや移乗台が設置できる
構造とすること。
四　2方向もしくは3方向から介助
が行える構造とすること。

4
洗面設備
イ　居室のある階ごとに設けること。
ロ　介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

基準に同じ
ハ　トイレ内の洗面台は、原則洗面
設備ではないこと。

以下の設備を設置するよう配慮
すること。
車椅子でも利用可能な高さの洗
面台、鏡、湯水の温度調整設備、
認知しやすい水栓金具等

5

　便所
イ　居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要
とする者が使用するのに適したものとすること。

4

便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれ
の設備のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を
確保するよう配慮すること。

基準に同じ
ハ　扉は引き戸等とすること。アコー
ディオンカーテンを扉の代用とする
のは適切ではない。

以下の設備を設置するよう配慮
すること。
・排泄の自立を促しやすい便器お
よび手すり
・洗浄乾燥暖房付便座
・拭き掃除が行いやすい床材
・適切な臭い対策

9

（９）汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペース
を有すれば足りるものである。ただし、換気及び衛生管理等
に十分配慮すること。

汚物処理室は、他の設備と区分され
た一定のスペースを有すれば足りる
ものである。ただし、換気及び衛生
管理等に十分配慮すること。

汚物処理室、洗濯室、浴室は近
接して設けることが望ましいこと。

10

（10）焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設
ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の
距離を隔てて設けること。

焼却炉、浄化槽その他の汚物処理
設備及び便槽を設ける場合には、居
室、静養室、食堂及び調理室から相
当の距離を隔てて設けること。

11 5 1

居室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上
（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッ
チャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外
に設ける避難階段を有する場合は、一以上）有すること。

老健
 療養室が３階以上
の階にある場合
は、避難に支障が
ないように避難階
段を２以上設けるこ
と。ただし直通階段
を避難階段とする
場合は、その直通
階段の数を避難階
段の数に算入する
ことができる。

●東京都建築安全条例

(建物の高さが、３１メー
トルを超える場合）

直通階段のうち一以上
を特別避難階段とし、そ
の他のものを屋外避難
階段とする。ただし、一
定の要件を満たせば
（防火設備等の区画の
設置など）特別避難階
段の設置義務の免除が
される。

居室が３階以上の階にある場合
は、避難に支障がないように避難
階段を２以上設けること。ただし直
通階段を避難階段とする場合は、
その直通階段の数を避難階段の数
に算入することができる。

(左記）規則・三の「車いす若しくは
ストレッチャーで通行するために
必要なバルコニー幅」とは、おお
むね１．５Mを基準とする。

11 6 1
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅
は、二・七メートル以上とすること。

5、
12

（５）特別養護老人ホームにおける廊下の幅は、入所者の身
体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救
出の確保を考慮して定められたものである。なお、「中廊下」
とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直
接使用する設備のある廊下をいう。

（12）廊下の幅は、内法によるものとし、手すりを含むもので
ある。なお、廊下の幅に関する測定方法についてはこれまで
明確化されていなかったことから、平成１４年改正省令の施
行の際現に存する廊下についてまで当てはめる趣旨ではな
い。

　基準では、中廊下は
２．７メートル以上となっ
ているが、広すぎる感が
ある。　車椅子のすれ違
いや、ストレッチャーの
移動に必要な幅（１．８
メートル以上）であれば、
良いのではないか。

地域密着型特養
廊下1.5m　中廊下
1.8m(さらに緩和規
定あり）
老健　特養と同じ
療養転換型特養・
老健　　廊下1.2ｍ
中廊下　1.6ｍ
養護老人ホーム
廊下1.35ｍ　中廊
下　1.8ｍ
有料老人ホーム
（東京都指針）　1.8
ｍ　すれ違いス
ペースがあるとき
1.4ｍ

●建築基準法施行令　廊
下幅1.2ｍ　中廊下1.6ｍ
●高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に関
する法律（バリアフリー法）
施行令
廊下幅　1.2ｍ、50ｍ以内
ごとに車いすの転回ス
ペース要
●高齢者、障害者等が円
滑に利用できるようにする
ために誘導すべき建築物
特定施設の構造及び配置
に関する基準を定める省
令　廊下幅　1.8ｍ、50ｍ以
内ごとに車いすの転回ス
ペースを設けた場合は、
１．４ｍ

　 廊下の幅は、一・五メートル以上
とすること。ただし、中廊下の幅は、
一・八メートル以上とすること。

車いす等の移動に支障がない場
合、一部分において幅が確保できな
くても可とする。

2 この表では、条例・規則・要綱について、①省令・②解釈通知の内容を変更または、追加するものについてのみ記載しています。
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②特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
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第三章　ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基  第５　ユニット型特別養護老人ホーム

35 4 1 ユニット
２，
３，
４

（２）基準第３５条第３項第１号に掲げている「ユニット」は、居
室及び共同生活室のほか、洗面設備及び便所を含むもので
ある。

（３）入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日
常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交
流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所
を設けることが望ましい。

（４）ユニット（第４項第１号）
ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活
に近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特
徴を踏まえたものでなければならない。

一　条例に掲げる施設以外に以下
の設備を原則として設けること。
　ア　家族や地域の人々との交流が
可能な空間が用意されていること。
【地域交流スペースの設置】
　イ　希望者が集ってクラブ活動がで
きるスペース、身体を動かすことがで
きるスペース、おしゃべりできるス
ペースがあること。【クラブ活動・談話
スペース】
二　ユニットの入り口は玄関らしい
「しつらえ」とすること。
三　　同一階に奇数ユニットを設ける
ことは避けたほうがよいこと。

35 4 1 イ　居室 ５

35 4 1

（１）　一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への
サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることがで
きる。

（３）　地階に設けてはならないこと。

（５）　寝台又はこれに代わる設備を備えること。
（６）　一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活
室又は広間に直接面して設けること。
（７）　床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に
面して開放できるようにすること。
（８）　必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる
設備を備えること。
（９）　ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

５

①上記（１）のとおりユニットケアには個室が不可欠なことか
ら、居室の定員は１人とする。ただし、夫婦で居室を利用す
る場合などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人
部屋とすることができる。

　

一　事業者の都合により一方的に2
人部屋とする（同室させる）ことは認
められないこと。

二　画一的な居室設計ではなく、スト
レッチャーの移動や二方向介助など
に支障のない重度の要介護者のケ
アにも対応できる広さの居室を設け
るなど、入居者の介護度の状態に合
わせた居室設計に配慮すること。

一　家具の持ち込み等により、居宅
に近い居住環境の中でケアを行う
ため、いかにも作りつけの然とした
家具の設置はなるべく避けたほうが
よいこと。
二　望ましい設備として以下のもの
がある。
・車椅子の高さに合わせた居室の
鍵（室内から開けられること）
・ベッドの高さやリクライニングの角
度が手元で調節できる低床ベッド
・衣服寝具の収納スペース
・部屋ごとの冷暖房設備
・テレビ視聴の設備
・電話配線
・横になった状態で照明、空調を手
元でコントロールできるスイッチ

（設備の
基準）

35 4 1
（２）　居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ
トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユ
ニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。

５

②　居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ
ニットの共同生活室に近接して一体的に設けなければなら
ない。
　　この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体
的に設け」られる居室とは、次の３つをいう。
　　（ア）当該共同生活室に隣接している居室
　　（イ）当該共同生活室に隣接してはいないが、（ア）の居
室と隣接している居室
　　（ウ）その他当該共同生活室に近接して一体的に設けら
れている居室（他の共同生活室の（ア）及び（イ）に該当する
居室を除く。）

　居室は、いずれかのユニットに属
するものとし、当該ユニットの共同生
活室に近接して一体的に設けるこ
と。ただし、一のユニットの入居定員
は、十二人以下としなければならな
い。

５

③　ユニットの入居定員
　　ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットにおいて入
居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営む
ことを支援するものであることから、一のユニットの入居定
員は、１０人以下とすることを原則とする。
　　ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情に
よりやむを得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者
が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと
を支援するのに支障がないと認められる場合には、入居定
員が１０人を超えるユニットも認める。なお、この場合にあっ
ても、次の２つの要件を満たさなければならない。
　　（ア）入居定員が１０人を超えるユニットにあっては、「お
おむね１０人」と言える範囲内の入居定員であること。
　　（イ）入居定員が１０人を超えるユニットの数は、当該施
設の総ユニット数の半数以下であること。

（入居定員が１０人を超えるユニット
の数の制限撤廃）

（設備の
基準）

35 4 1

ロ　共同生活室
（１）　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当
該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場
所としてふさわしい形状を有すること。
（２）　地階に設けてはならないこと。

（４）　必要な設備及び備品を備えること。

6

　[1]　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ
ニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所として
ふさわしい形状を有するものでなければならない。このためには、
次の２つの要件を満たす必要がある。
　（ア）他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過すること
なく、施設内の他の場所に移動することができるようになっている
こと。
　（イ）当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に
食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた
上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確
保されていること。
　[3]　共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談話
等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなけ
ればならない。
　　また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができ
るようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望まし
い。

既存の建物を改修して
特別養護老人ホームを
整備した場合、建物の形
状からどうしてもユニット
を通過しなければならな
い配置となってしまう場
合がある。

　

一　他のユニットの入居者が、当該
共同生活室を通過することなく、施
設内の他の場所に移動することが
できるようになっていること。ただ
し、建物及び土地の形状の制約が
ある場合は、この限りではない。
二　共同生活室は、キッチンを含め
て居室3室程度の広さが望ましいこ
と。
三　望ましい設備として以下のもの
がある。
・食器棚・冷蔵庫・電子レンジ・共同
生活室付近で手を洗える設備・食
事スペースとリビングスペース（くつ
ろぐことができるテーブル、椅子、ソ
ファなど）の双方
・車椅子用のシンクや調理台

4 1
（３）　一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同
生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標
準とすること。

6

[2]　共同生活室の床面積
　　共同生活室の床面積について「標準とする」とされている
趣旨は、居室の床面積について上記（５）の[5]にあるのと同
様である。

老健　特養と同じ
ケアハウス・認知症
ＧＨ（特に基準面積
なし）

基準に同じ

老健　おおむね
１０人以下（特養と
同じ規定）

ケアハウス　10程
度

認知症GH　５人以
上９人以下

ユニットの入居定員に幅
をもたせることにより、建
築面積を有効活用する
ことが可能ではないか。
12人程度のユニットの定
員数でもケアの質は保
たれるのではないか。

ユニット型

3 この表では、条例・規則・要綱について、①省令・②解釈通知の内容を変更または、追加するものについてのみ記載しています。



条 項 号 対　　　象　　　事　　　項 番号 項
条　　例 規　　則 　要　　綱

従来型特養や既存建物からユニッ
ト型特養に転換するための基準の

特例

（建築・消防関係）
関係法令及び条例等

備　　　考

②特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
（平成１２年３月１７日老発第２１４号）

①特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成11年３月31日厚生省令第４６号） 他の介護保険施設

等の基準

35 4 1

ハ　洗面設備
（１）　居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設ける
こと。
（２）　介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

７

　洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共
同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。こ
の場合にあっては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設ける
のではなく、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。な
お、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式
とを混在させても差し支えない。

基準に同じ
(３)　トイレ内の洗面台は、原則洗面
設備ではないこと。

以下の設備を設置するよう配慮
すること。
車椅子でも利用可能な高さの洗
面台、鏡、湯水の温度調整設備、
認知しやすい水栓金具等

1

ニ　便所
（１）　居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設ける
こと。
（２）　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必
要とする者が使用するのに適したものとすること。

8

　便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生
活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場
合にあっては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるので
はなく、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、
居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを
混在させても差し支えない。

一　居室内にトイレがある場合でも、
共同生活室の近くに最低1ヶ所はトイ
レを設けること。
二　扉は引き戸等とすること。アコー
ディオンカーテンを扉の代用とする
のは適切ではない。

2
　浴室
　介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 9

　浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。
原則として、個浴を各ユニット内に設
けること。設置が難しい場合でも、隣
接するユニットごとに浴槽をユニット
の数だけなるべく設置すること。

以下のことについて、配慮するこ
と。
一　手すりや移乗台が設置できる
構造とすること。
二　2方向もしくは3方向から介助
が行える構造とすること。

35 6
1
～
５

前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホーム
の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 　廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下
の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を
拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じ
ないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあって
は、一・八メートル以上）として差し支えない。
二 　廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設け
ること。
三 　廊下及び階段には手すりを設けること。
四 　階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 　ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の
傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この
限りでない。

１０

廊下（第６項第１号）

　ユニット型特別養護老人ホームにあっては、多数の入居者
や職員が日常的に一度に移動することはないことから、廊
下の幅の一律の規制を緩和する。
　ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居
者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場
合」とは、アルコーブを設けることなどにより、入居者、職員
等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。

地域密着型特養
廊下1.5m　中廊下
1.8m(さらに緩和規
定あり）
老健　特養と同じ
他の施設について
は、従来型の記述
参照

従来型での廊下の記述
を参照

　 廊下の幅は、一・五メートル以上
とすること。ただし、中廊下の幅は、
一・八メートル以上とすること。

4 この表では、条例・規則・要綱について、①省令・②解釈通知の内容を変更または、追加するものについてのみ記載しています。


